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参 考１ 

産業廃棄物の処理に係る契約に関連する参考指標の検討 

１．裾切り方式に使用する評価項目 

産業廃棄物の処理に係る契約では、事業者の温室効果ガス等の排出削減に関する取

組、適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力や実績を評価する裾切り方式が採用さ

れている。標準的には、表 1に示した環境配慮への取組及び優良基準への適合状況を

ポイント制で評価し、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格を与えることとして

いる。 

表1 産業廃棄物の処理に係る契約における評価項目、評価内容及び配点例 

評価項目 評価内容 配点例

① 環境/CSR報告書 環境/CSR報告書の作成・公表を実施 10

②
温室効果ガス等の排出削減計画
・目標

削減計画策定・目標設定及び公表を実施 10

③ 従業員への研修・教育 従業員に対し定期的な研修・教育を実施 5

環境配慮への取組状況（小計） － 25
① 優良適性（遵法性） 特定不利益処分を5年間受けていないこと 10
② 事業の透明性 インターネットによる情報公開の実施 10

③ 環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等環境マネジ

メントシステム認証取得
10

④ 電子マニフェスト 電子マニフェストシステムへ加入、利用可能 10
⑤ 財務体質の健全性 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 10

優良基準への適合状況（小計） － 50
合 計 － 75

 

産業廃棄物の処理に係る契約において環境配慮契約を実施した場合の環境負荷低

減効果を算定するためには、裾切り方式の評価項目に即した原単位等の作成が必要と

なるものと考えられる。しかしながら、現段階では直接的な環境負荷低減効果の算定

や原単位の作成が困難である評価項目が多い状況となっている。 
優良基準への適合状況に係る 5 つの評価項目のうち、環境配慮の取組としては、

ISO14001 又はエコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの認証を受けてい

ることが評価内容となっており、特に中小事業者の多い産業廃棄物処理業者向けガイ

ドラインを策定しているエコアクション 21 については、廃棄物処理・リサイクル事

業者の認証取得が多くなっている。 

このため、環境負荷低減効果を算定するために、次の調査を実施して検討を行う。 
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○エコアクション 21 の認証を取得している廃棄物処理業・リサイクル業者の環境活
動レポートに掲載されている温室効果ガスの排出削減実績及び廃棄物処理量から、

処理量当たりの原単位の作成の可能性について検討する。 

（優良産廃処理業者認定制度においては、温室効果ガス等の排出削減計画・目標の

公表が義務づけられていないため、認定業者の処理量当たりの原単位の作成を行う

ことができない。優良産廃処理業者認定を受けている業者は、ISO14001もしくは

エコアクション 21 等の環境マネジメント認証取得が必要とされているため、エコ
アクション 21を取得している場合も多い。） 

なお、産業廃棄物の処理に係る契約に伴う環境負荷低減効果に関連する指標につい

ては、引き続き検討を実施するものとする。 

【参考】 

優良産廃処理業者認定制度に基づく認定業者数及び環境マネジメントシステム（エ

コアクション 21）の認証取得状況は次のとおりである。 

（１）優良産廃処理業者認定制度 

優良産廃処理認定制度は、平成 22 年の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制
度であり、改正法の施行日である平成 23年 4月 1日より運用が開始されている。環

境配慮契約法に基づく基本方針においては、産業廃棄物の処理に係る契約が平成 25

年度より契約類型として位置づけられ、優良基準への適合状況が裾切り方式の評価項

目として例示されたところである。 

優良認定業者数及び優良認定・優良確認許可数ともに順調に伸長しており、平成

27年 10月末現在1で優良認定業者数 930者、優良認定許可件数 6,223件となってい
る（図 1参照）。 

（２）エコアクション 21 

エコアクション 21 の認証・登録事業者数及び廃棄物処理・リサイクル業者数並び

にその割合をみると、平成 23年 9月末は認証・登録 6,585者（うち廃棄物処理・リ
サイクル業 989者、全体の 15.0%）から平成 27年 9月末で 7,552者（うち廃棄物処

理・リサイクル業 1,332者、全体の 17.6%）となっており、堅調に増加している。特

に、廃棄物処理・リサイクル業は、全体の認証・登録事業者数の伸びを大きく上回っ

た伸びを示している（図 2参照）。 

                                            
1 優良認定されてから把握されるまで数週間程度要することから、平成 27年 9月及び 10月の数は暫
定値である 
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図1 優良産廃処理業者認定制度による優良認定数の推移 
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図2 エコアクション21の認証・登録事業者数及び廃棄物処理・リサイクル業の推移 


